
研修生受入環境整備支援事業実施要領 

平成12年11月６日 

制定 

 

 改正 平成17年４月１日 平成21年４月１日  

   平成24年４月１日 平成26年４月１日  

  令和６年４月１日   

（趣旨） 

第１条 この要領は、就農啓発基金規程第２条に基づき、就農希望青年が就農に必要な 

能率的な農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修を円滑に行うために 

実施する研修生受入環境整備支援事業に係る公募方法及び事業の取り扱いについて、 

必要な事項を定めるものとする。 

（事業の内容） 

第２条 公益財団法人北海道農業公社（以下「公社」という。）は、新規就農希望者が 

就農に必要な能率的な農業の技術又は経営方法を実地に習得するために実施する先 

進農家研修の受入環境の整備を促進するため、地域担い手育成センター（「北海道農 

業経営基盤強化促進基本方針」（平成26年４月１日付け経営第2098号農政部長通知） 

第５の４の(２)に規定する地域担い手育成センターをいう。以下「地域センター」と 

いう。）等が行う施設等の整備について予算の範囲内でその経費の一部を助成するも 

のとする。 

（事業の応募資格） 

第３条 本事業の助成対象者となる応募資格は、農外から新たに就農を目指して道内で 

実践的な研修を行う研修生を受入れて指導を行う次に該当する機関・団体等とする。 

(１) 認定新規就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第14条の４ 

第１項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者）となることが確実な新規就農 

希望者（以下「新規就農希望者」という。）を、継続的に受け入れて指導している 

機関・団体等 

(２) 新規就農希望者等を本事業による施設等の整備後、継続的に受け入れて指導す 

ることが確実と見込まれる機関・団体等 

(３) その他公社理事長が特に必要と認めた機関・団体等 

（公募方法及び事業計画の選定） 

第４条 前条で定める応募者は、別記第１号様式により事業計画を作成して、別に定め 

る日までに公社理事長（以下「理事長」という。）に提出するものとする。 

２ 理事長は、前項で提出された事業計画について、次の審査基準に基づき、事業計 

画を選定し、助成対象者として選定した者と、それ以外の者に、審査結果をそれぞ 

れ通知するものとする。 



(１) 事業の趣旨との整合性 

(２) 事業内容の妥当性 

(３) 事業実施方法の妥当性 

(４) 事業遂行の効率性 

(５) 事業実施主体の適格性 

（助成の内容） 

第５条 前条で選定された事業計画に基づく施設等整備に係る経費に対する助成は、整 

備に係る合計額の２分の１以内とし、助成額は原則200万円を限度とする。 

（助成の申請） 

第６条 第４条第４項により助成対象者として通知を受けた者は、別記第２号様式の研 

修生受入環境整備支援事業助成申請書に次に掲げる関係書類を添えて、助成対象者が 

地域センターの場合にあっては直接、それ以外の者の場合にあっては、地域センター 

を経由して、理事長に提出するものとする。 

(１) 研修生の受け入れ等に関する確約書（別添参考様式を参照して作成） 

(２) 納税対応状況申出書（別記第３号様式） 

２ 助成対象者は、前項の助成申請書の提出に当たっては、当該助成金の経費につい 

て仕入れに係わる消費税等相当額（助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税 

に相当する額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係わ 

る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第 

226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得 

た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合にはこれを助 

成申請額から減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該助成金に 

係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合には、この限りではない。 

３ 地域センターは、第１項の助成申請書を受理した場合は、内容を確認の上、理事 

長に提出するものとする。 

（助成の決定） 

第７条 理事長は、前条の申請書及び添付書類の内容を審査し、適当と認めたときは、 

別記第４号様式の研修生受入環境整備支援事業助成決定通知書により、直接又は地域 

センターを経由して、助成対象者に通知するものとする。 

（事業計画の変更等） 

第８条 助成対象者は、前条の助成決定があった後において、次に掲げる事業計画の変 

更を行おうとする場合は、あらかじめ別記第５号様式の研修生受入環境整備支援事業 

変更申請書を、直接又は地域センターを経由して理事長に提出し、その承認を受ける 

ものとする。 

(１) 事業の中止又は廃止 

(２) 施工箇所又は設置場所の変更 



(３) 事業種目の変更又は工事内容（構造又は工法、間取り等）の大幅な変更 

(４) 事業費又は助成金の30％を超える変更 

２ 理事長は、前項による申請があった場合、その変更が事業計画の内容に本質的な 

内容の変更と認められる場合にあっては、その承認に際して、担い手育成委員会の 

承認を受けるものとする。 

（事業の完了報告） 

第９条 助成対象者は、助成対象事業が完了したときは別記第６号様式の研修生受入環 

境整備支援事業完了報告書に、工事が伴う場合にあっては、工事完成報告書（別記第 

７号様式）等関係書類を添えて、直接又は地域センターを経由して理事長に提出する 

ものとする。 

２ 助成対象者は、第６条第２項のただし書きにより助成申請を行った場合において、 

前項の実績報告書の提出に当たって、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当 

額が明らかになった場合は、これを助成金額から減額して報告するものとする。 

３ 助成対象者は、第６条第２項のただし書きにより助成申請を行った場合において、 

第１項の実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の確定申告により当該 

助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額（第２項 

の規定により減額した場合については、減じた金額を上回る部分の金額）を別記第 

８号様式の消費税仕入れ控除額報告書により、直接又は地域センターを経由して理 

事長に報告するとともに、公社に返還しなければならない。 

（助成金の交付） 

第10条 理事長は、前条の実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等 

により、助成対象事業が適正に行われたと認めたときは、交付する助成額を確定し、 

別記第９号様式の研修生受入環境整備支援事業助成金確定通知書により、直接又は地 

域センターを経由して助成対象者に通知するとともに、助成金を助成対象者指定の金 

融機関口座に口座振替払いにより交付する。 

（事業完了後の報告等） 

第11条 助成対象者は、本事業による施設等の整備が完了した年度の翌年度から起算し 

て10年間が経過するまでの間に次に掲げる変更等をしようとする場合は、あらかじめ 

別記第10号様式の研修生受入環境整備支援事業変更報告書により、直接又は地域セン 

ターを経由して理事長に報告し、理事長の指示に従わなければならない。 

(１) 認定就農者等の研修の受け入れを中止する場合 

(２) 認定就農者等の受け入れを１年以上実施できない場合 

(３) 本事業により整備した施設等を処分する場合 

(４) 施工箇所について大幅な改修等を行う場合 

(５) 施設の設置場所を変更する場合 

（助成金の返還等） 



第12条 理事長は、助成対象者が虚偽の事業計画その他不正の行為を行った場合、又は 

第７条の決定通知に際して附した条件その他法令等に違反した場合、第７条の決定の 

全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を 

命じることができるものとする。 

２ 理事長は、助成対象者が正当な理由がなく前条第１号から第３号の変更等を生じ 

た場合、本事業により取得した施設等を理事長が指定する者に理事長が認める適正 

な価格で譲渡すること、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じ 

ることができるものとする。 

（帳簿等の整備保管） 

第13条 助成対象者は、この事業に係る経理については、他の経理と明確に区分して整 

理するとともに、その内容を明らかにした帳簿及び関係書類並びに整備に係る仕様書、 

図面及び写真等の関係書類を整備保管するものとし、その保管期間は事業が完了した 

年度の翌年度から起算して10年間とする。 

（その他の必要事項） 

第14条 この要領に定めるもののほか、本事業の実施に当たって必要な事項は、理事長 

が別に定めるものとする。 

附 則 

この要領は、平成12年11月６日から施行する。 

附 則（平成17年４月１日） 

この要領は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年４月１日） 

この要領は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年４月１日） 

この要領は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年４月１日） 

この要領は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年４月１日） 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

なお、改正前の要領に基づいて事業を実施した者に対する規定は、改正前の規定に

よる。 

 
 
 
 
 
 


